


ホワイトスペースの利用に当たり、ホワイトスペース利用システムに共通に求められる条件をまと

めると、次のようになる。
・ホワイトスペース利用システムは、当該システムの利用想定チャンネル・場所等情報の作成（又は変
更）や実運用情報（使用チャンネル、使用時間及び使用場所等）の選定に当たっては、当該システム
の利用継続性を確保する観点に鑑み、同一チャンネルの使用の回避や利用時間の調整等、他のホ
ワイトスペース利用システムに配慮すること。

・ホワイトスペース利用システム（下位システム）は、当該システム自身より優先順位が上位の他のホ
ワイトスペース利用システム（上位システム）が無線局運用開始後に上位システムの利用想定チャン
ネル・場所等情報を変更することにより、下位システムから上位システムへ干渉・混信の可能性があ
ると判断される場合には、一義的には、下位システムの免許人自身の判断と責任により、上位シス
テムへの干渉・混信の防止措置（出力の低減、設置場所の変更、使用チャンネルの変更及び停波
等の対応）を実施することが求められる。

・ホワイトスペース利用システム（下位システム）は、当該システムの利用継続性の保証が必要な場合、
原則として、ホワイトスペース以外の他の周波数帯に、当該システム専用として使用可能又は他の
無線システムとの共用可能なメインバンド（ホームバンド）を別途確保しておくことを検討することが
望ましい。

Ⅲ 今後の検討課題

・・・災害向け通信システム（災害対応ロボット・機器）、センサーネットワーク及び無線ブロードバンド
については、引き続き実用化に向けた技術的検討が必要である。
平成25年度に開始する運用調整の仕組みについては、当面の仕組みであり、今後のニーズや干渉

回避技術を含むホワイトスペース利用システムの技術的な動向により、更なる見直しが必要となる可
能性がある 2








